
東 伊 豆 町

公 の 施 設 施 設 の 在 り 方 ・ 管 理 方 針 検 討 表

平成18年12月14日

　　地方自治法という、市や町などの地方公共団体の組織や運営に関する大綱を定め、また国と地方公共団体

　との基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図ること

　を目的とした法律の一部が改正されました。これにより公の施設（※）の管理を地方公共団体の出資法人、

　公共団体及び公共的団体（自治会、漁協、社協等）に限って委託できるとした「管理委託制度」が廃止され、

　これらの団体に加え幅広く民間事業者を含んだ地方公共団体が指定するもの（「指定管理者」といいます。）

　が管理を代行する「指定管理者制度」が創設されました。

　　今後、公の施設は、町の直接の管理又は「指定管理者制度」で管理します。

　このため東伊豆町では、全ての公の施設において施設の設置目的に立ち返り、施設の存続を含め「施設の在

　り方」を検討するとともに現在の運営状況を点検し、管理運営の専門性、施設利用の公平性、施設の公共性、

　運営の効率性等、さまざまな観点から最も望ましい管理形態について検討しました。

　　今回検討した「施設の在り方・管理運営方針」を公表します。

　　※公の施設とは
「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」として定義され、多数の

住民が利用し、住民の福祉の向上に欠かせない公共サービスを提供する施設です。

大部分の施設が該当しますが、住民の利用に供することを目的としないもの、あるいは利用に

供する目的が直接住民の福祉を増進するものでない庁舎、試験研究施設、競輪場などのギャン

ブル施設等は除かれます。また、個別の法律により管理主体が限定される道路や学校施設など

は、指定管理者制度を導入できません。



検討表　１ 東伊豆町公の施設　施設の在り方・管理方針　検討表

(単位：円）

管　　理　　費　（17年度決算額） 施 設 の 在 り 方 管理方針（別紙による）

需用費等 委託料
　　 人件費
（29,388円/日）
×日数

（職員の管
理に要する
日数）

合計 充実
現状
維持

廃止
他用途
への
転用

貸付
民営
化

直営
業務
委託
の推進

指定管
理者の
導入

1 企画調整課 125,495 0 0 0 125,495 0 △ 125,495 ○ ○

施設の在り方について ： 地域住民のコミュニティ活動推進施設。小規模公園であるが、付近地区に公園が無いため災害時の緊急避難場所等として必要。

管理方針について　： 小規模施設であるため管理業務は少量で、職員で対応可能。指定管理者制度導入では経費がかかる。

2 企画調整課 20,134,195 2,248,260 14,458,796 職員2名分 36,841,251 1,488,811 △ 35,352,440 ○

施設の在り方について ： 多額な管理経費、施設の耐震補強が困難で（工事費が多額のため）利用計画・運営計画が定まらないため、施設の閉鎖を検討。

管理方針について　：

3 企画調整課 0 828,856 0 0 828,856 1,184,080 355,224 ○ ○

施設の在り方について ： 周辺住民の駐車場確保及び違法駐車対策のため必要である。

管理方針について　： 通常の管理は、駐車場料金の徴収業務のみで施設維持管理はないため、直営で実施した方がコストがかからない。

4 企画調整課 0 0 352,656 (12) 352,656 616,000 263,344 ○ ○

施設の在り方について ： 周辺住民の駐車場確保及び違法駐車対策のため必要である。

管理方針について　： 通常の管理は、駐車場料金の徴収業務のみで施設維持管理はないため、直営で実施した方がコストがかからない。

5 企画調整課 0 0 0 0 0 0 0 ○ ○

施設の在り方について ： 地元区活動拠点施設のため、施設の必要性は大である。

管理方針について　： 現行の地元区の管理状況により、指定管理者制度を導入。

6 企画調整課 390,576 103,950 352,656 (12) 847,182 4,429,000 3,581,818 ○ ○

施設の在り方について ： 来庁者、庁用車及び職員の通勤車の駐車場の確保により違法駐車をなくし、町民の安全確保のため必要である。

管理方針について　： 公用以外の駐車では、来庁者に限られ、常設の管理人が必要ない状況で、庁舎管理と併せた直営の管理が可能。

7 健康づくり課 8,096,123 2,895,228 881,640 (30) 11,872,991 3,700,000 △ 8,172,991 ○ ○

施設の在り方について ： 町民の健康保持、増進及び福祉の向上のための拠点施設として、今後も施設の必要性は大きいものがある。

管理方針について　： 福祉、保健の複合施設であり、町の他に社会福祉協議会、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰが利用している状況又は個人情報の取り扱いから直営とする。

使用料収入
－　管理費

東伊豆町稲
取陣屋跡公
園

東伊豆町ア
スド会館（本
館）

東伊豆町営
駐車場（東
海岸稲取駐
車場）

担当課施設名Ｎｏ
使用料収入
(17年度
決算額)

東伊豆町営
駐車場（稲
取東海岸駐
車場）

田町コミュニ
ティ防災セ
ンター

東伊豆町庁
舎駐車場

東伊豆町保
健福祉セン
ター

人件費：平成18年度予算の給料、手当、共済費の一般行政職１人当りの平均額の月額６０２，４５０円を20.5日で除して１日あたりの人件費単価（２９，３８８円）とし、管理に関する日数を掛け算出した。
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検討表　１ 東伊豆町公の施設　施設の在り方・管理方針　検討表

(単位：円）

管　　理　　費　（17年度決算額） 施 設 の 在 り 方 管理方針（別紙による）

需用費等 委託料
　　 人件費
（29,388円/日）
×日数

（職員の管
理に要する
日数）

合計 充実
現状
維持

廃止
他用途
への
転用

貸付
民営
化

直営
業務
委託
の推進

指定管
理者の
導入

使用料収入
－　管理費

担当課施設名Ｎｏ
使用料収入
(17年度
決算額)

8 管理分 5,031,915 951,300 4,832,817 臨時3名分 10,816,032 3,496,410 △ 7,319,622 ○ ○

運営(事業)分 2,853,515 3,620,500 36,146,990 職員5名分 42,621,005 5,500,000 △ 37,121,005

健康づくり課施設の在り方について ： 介護予防、健康増進の事業及び施設として、施設の必要性は大きい。（介護予防拠点施設として国の補助制度を活用）

管理方針について　： 職員が各種事業の計画、運営を行っている。施設管理費、事業運営費の観点及び民間サービス提供状況より指定管理者制度の検討必要

9 建設産業課 0 351,750 1,351,848 (46) 1,703,598 0 △ 1,703,598 ○
片瀬
○

○

施設の在り方について ： 漁業活動において必要な施設。ただし片瀬漁港の現状から水産庁と廃止について協議する予定

管理方針について　： 経常的には管理を要しない施設のため直営管理とする。

10 建設産業課 46,181 772,422 1,351,848 (46) 2,170,451 0 △ 2,170,451 ○ ○

施設の在り方について ： 地域住民のコミュニティ活動の推進、里の朝市、ふるさと学級に活用。今後も関連施設が整備される。

管理方針について　： ２０年度に関連施設である活性化施設が整備されるため、その後指定管理者の導入を図りたい。

11 建設産業課 0 0 0 0 0 0 0 ○ ○

施設の在り方について ： 地元区活動拠点施設のため、施設の必要性は大である。

管理方針について　： 現行の地元区の管理状況により、指定管理者制度を導入。

12 建設産業課 0 1,411,830 1,351,848 (46) 2,763,678 0 △ 2,763,678 ○ ○

施設の在り方について ： 施設台帳等、関連書類の整備を推進する。

管理方針について　： 草刈等、事実行為に係る委託のみであるため直営管理とする。ただし、他公園との一括管理について検討する。

13 建設産業課 1,536,243 1,289,925 191,022 (6.5) 3,017,190 0 △ 3,017,190 ○ ○

施設の在り方について ： 土地区画整理地内の法的な位置付けのある都市公園。周辺住民の憩いの場となっているため存続していく。

管理方針について　： 事実行為のみの委託で直営管理とする。公園内の池の維持に係る光熱水費、設備修繕に経費がかかるため、池の形態について検討する。

14 建設産業課 200,830 742,875 191,022 (6.5) 1,134,727 8,928 △ 1,125,799 ○ ○

施設の在り方について ： 都市公園である。飲料水兼用耐震性貯水槽の設置。周辺住民の憩いの場、老人会のゲートボール、地元幼稚園に活用されている。

管理方針について　： 園内清掃等、事実行為に係る業務の委託のみであるため直営管理とする。ただし、他公園との一括管理について検討する。

花の咲く丘
公園

奈良本地区
多目的研修
集会施設

白田川親水
公園

町管理漁港
（大川、北
川、片瀬、
白田）

奈良本けや
き公園

白田中央
公園

東伊豆町介
護予防拠点
施設（アスド
プール棟）

人件費：平成18年度予算の給料、手当、共済費の一般行政職１人当りの平均額の月額６０２，４５０円を20.5日で除して１日あたりの人件費単価（２９，３８８円）とし、管理に関する日数を掛け算出した。
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検討表　１ 東伊豆町公の施設　施設の在り方・管理方針　検討表

(単位：円）

管　　理　　費　（17年度決算額） 施 設 の 在 り 方 管理方針（別紙による）

需用費等 委託料
　　 人件費
（29,388円/日）
×日数

（職員の管
理に要する
日数）

合計 充実
現状
維持

廃止
他用途
への
転用

貸付
民営
化

直営
業務
委託
の推進

指定管
理者の
導入

使用料収入
－　管理費

担当課施設名Ｎｏ
使用料収入
(17年度
決算額)

15 建設産業課 2,232,728 955,500 88,164 (3) 3,276,392 5,077,275 1,800,883 ○ ○

施設の在り方について ： 稲取地内の唐沢地区の汚水処理施設として今後も稼動しなければならない。なお稲取漁協との水質に関する協定あり。

管理方針について　： 指定管理者制度の導入効果が見込まれる施設。なお町への譲渡前は民間事業者による管理実績がある。

16 住民福祉課 45,500 124,000 205,716 (7) 375,216 0 △ 375,216 ○ ○

施設の在り方について ： 児童に安全かつ健全な遊び場として提供できる施設であることや、児童が対象のため、現行の各地区に１程度の施設は必要である。

管理方針について　： 事実行為に係る委託のみのため直営管理とするが、地元密着施設であるため、地元区の役割や他公園との一括管理について検討する。

17 住民福祉課 146,000 24,000 146,940 (5) 316,940 0 △ 316,940 ○ ○

施設の在り方について ： 児童に安全かつ健全な遊び場として提供できる施設であることや、児童が対象のため、現行の各地区に１程度の施設は必要である。

管理方針について　： 事実行為に係る委託のみのため直営管理とするが、地元密着施設であるため、地元区の役割や他公園との一括管理について検討する。

18 住民福祉課 273,989 174,000 235,104 (8) 683,093 0 △ 683,093 ○ ○

施設の在り方について ： 片瀬地区の土地区画整理地内に整備された公園であるため、都市公園へと転用するが、施設の形態は現状維持とする。

管理方針について　： 事実行為に係る委託のみのため直営管理とするが、地元密着施設であるため、地元区の役割や他公園との一括管理について検討する。

19 住民福祉課 190,454 174,000 235,104 (8) 599,558 0 △ 599,558 ○ ○

施設の在り方について ： 片瀬地区の土地区画整理地内に整備された公園であるため、都市公園へと転用するが、施設の形態は現状維持とする。

管理方針について　： 事実行為に係る委託のみのため直営管理とするが、地元密着施設であるため、地元区の役割や他公園との一括管理について検討する。

20 住民福祉課 84,340 94,000 205,716 (7) 384,056 0 △ 384,056 ○ ○

施設の在り方について ： 児童に安全かつ健全な遊び場として提供できる施設であることや、児童が対象のため、現行の各地区に１程度の施設は必要である。

管理方針について　： 事実行為に係る委託のみのため直営管理とするが、地元密着施設であるため、地元区の役割や他公園との一括管理について検討する。

21 住民福祉課 0 74,000 205,716 (7) 279,716 0 △ 279,716 ○ ○

施設の在り方について ： 児童に安全かつ健全な遊び場として提供できる施設であることや、児童が対象のため、現行の各地区に１程度の施設は必要である。

管理方針について　： 事実行為に係る委託のみのため直営管理とするが、地元密着施設であるため、地元区の役割や他公園との一括管理について検討する。

唐沢汚水
処理場

北川児童
遊園

奈良本児童
遊園

中之瀬児童
遊園

淵之川児童
遊園

竜宮台児童
遊園

山ノ神児童
遊園

人件費：平成18年度予算の給料、手当、共済費の一般行政職１人当りの平均額の月額６０２，４５０円を20.5日で除して１日あたりの人件費単価（２９，３８８円）とし、管理に関する日数を掛け算出した。
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検討表　１ 東伊豆町公の施設　施設の在り方・管理方針　検討表

(単位：円）

管　　理　　費　（17年度決算額） 施 設 の 在 り 方 管理方針（別紙による）

需用費等 委託料
　　 人件費
（29,388円/日）
×日数

（職員の管
理に要する
日数）

合計 充実
現状
維持

廃止
他用途
への
転用

貸付
民営
化

直営
業務
委託
の推進

指定管
理者の
導入

使用料収入
－　管理費

担当課施設名Ｎｏ
使用料収入
(17年度
決算額)

22 住民福祉課 36,614 254,000 205,716 (7) 496,330 0 △ 496,330 ○ ○

施設の在り方について ： 児童に安全かつ健全な遊び場として提供できる施設であることや、児童が対象のため、現行の各地区に１程度の施設は必要である。

管理方針について　： 事実行為に係る委託のみのため直営管理とするが、地元密着施設であるため、地元区の役割や他公園との一括管理について検討する。

23 住民福祉課 0 1,348,000 0 0 1,348,000 0 △ 1,348,000 ○ ○

施設の在り方について ： 高齢者の生きがい活動拠点施設、介護予防拠点施設の役割は大きい。また立地条件から今後も多くの利用が見込まれる。

管理方針について　： 施設管理、運営に職員を配置するコストや事業運営の専門性から現行、全部委託している状況であり、今後は指定管理者に移行させる。

24 住民福祉課 149,354 315,000 514,290 (17.5) 978,644 420,000 △ 558,644 ○ ○

施設の在り方について ： 空いている墓所が１区画となっているが、用地がないため、区画整備の予定無し。

管理方針について　： 管理業務は、墓園の清掃・草刈及び使用許可等の事務であることから、指定管理者の導入による経費の削減は見込めない。

25 住民福祉課 1,506,943 44,000 940,416 (32) 2,491,359 8,798,600 6,307,241 ○ ○

施設の在り方について ： 低所得者の住宅不足を緩和するため今後も供給する。整備後相当年数経っているため、修繕等の経費負担増が見込まれる。

管理方針について　： 整備後、相当年数経っている施設であるため、施設・設備の修繕・工事の必要性の検討及び対応は職員が適しているため直営とする。

26 住民福祉課 1,491,047 23,200 940,416 (32) 2,454,663 6,834,600 4,379,937 ○ ○

施設の在り方について ： 低所得者の住宅不足を緩和するため今後も供給する。整備後相当年数経っているため、修繕等の経費負担増が見込まれる。

管理方針について　： 整備後、相当年数経っている施設であるため、施設・設備の修繕・工事の必要性の検討及び対応は職員が適しているため直営とする。

27 観光商工課 0 0 0 0 0 0 0 ○ ○

施設の在り方について ： 観光の振興及び町民福利の増進のため、今後も存続する。

管理方針について　： 現行、全部管理委託しており、指定管理者制度に移行する。

28 観光商工課 0 0 0 0 0 0 0 ○ ○

施設の在り方について ： 観光の振興及び町民福利の増進のため、今後も存続する。

管理方針について　： 現行、全部管理委託しており、指定管理者制度に移行する。

東伊豆町営
上野墓園

熱川団地
町営住宅

東伊豆町営
稲取海水
プール

東伊豆町
いきいき
センター

東伊豆町営
熱川海水
プール

お塚児童
遊園

稲取上野団
地町営住宅

人件費：平成18年度予算の給料、手当、共済費の一般行政職１人当りの平均額の月額６０２，４５０円を20.5日で除して１日あたりの人件費単価（２９，３８８円）とし、管理に関する日数を掛け算出した。
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検討表　１ 東伊豆町公の施設　施設の在り方・管理方針　検討表

(単位：円）

管　　理　　費　（17年度決算額） 施 設 の 在 り 方 管理方針（別紙による）

需用費等 委託料
　　 人件費
（29,388円/日）
×日数

（職員の管
理に要する
日数）

合計 充実
現状
維持

廃止
他用途
への
転用

貸付
民営
化

直営
業務
委託
の推進

指定管
理者の
導入

使用料収入
－　管理費

担当課施設名Ｎｏ
使用料収入
(17年度
決算額)

29 観光商工課 0 0 0 0 0 0 0 ○ ○

施設の在り方について ： 観光の振興及び町民福利の増進のため、今後も存続する。

管理方針について　： 現行、全部管理委託しており、指定管理者制度に移行する。

30 観光商工課 164,491 0 0 0 164,491 0 △ 164,491 ○ ○

施設の在り方について ： 観光の振興及び町民福利の増進のため、今後も存続する。

管理方針について　： 現行、全部管理委託しており、指定管理者制度に移行する。

31 観光商工課 0 0 0 0 0 0 0 ○ ○

施設の在り方について ： 観光の振興及び町民福利の増進のため、今後も存続する。

管理方針について　： 現行、全部管理委託しており、指定管理者制度に移行する。

32 観光商工課 0 0 0 0 0 0 0 ○ ○

施設の在り方について ： 利用状況より施設供用は休止とするが、今後の漁港整備計画等により施設撤去は行わない。

管理方針について　：

33 教育委員会 64,942 4,208,400 1,087,356 (37) 5,360,698 1,136,970 △ 4,223,728 ○

施設の在り方について ： すでに廃止する方針で、施設の撤去等検討されている。

管理方針について　：

34 教育委員会 4,697,747 1,260,315 1,410,624 (48) 7,368,686 1,229,760 △ 6,138,926 ○ ○

施設の在り方について ： 町民の健康増進並びに体育の向上、生涯スポーツ並びにレクリエーションの振興及び誘客対策の拠点施設として今後もその役割は大

管理方針について　： 使用料のみで施設の管理運営はできないが、指定管理者制度による効果が期待できるため、指定管理者の導入を検討していく。

35 教育委員会 2,258,726 172,515 1,968,996 (67) 4,400,237 484,360 △ 3,915,877 ○ ○

施設の在り方について ： 町民の健康増進並びに体育の向上、生涯スポーツ並びにレクリエーションの振興及び誘客対策の拠点施設として今後もその役割は大

管理方針について　： 使用料のみで施設の管理運営はできないが、指定管理者制度による効果が期待できるため、指定管理者の導入を検討していく。

東伊豆町営
熱川スポー
ツビレッジ

東伊豆町営
片瀬海水
プール

東伊豆町営
大川海水
プール

東伊豆町立
体育ｾﾝﾀｰ

東伊豆町営
白田海水
プール

東伊豆町営
稲取東海岸
プール

東伊豆町
総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
（野球場、運
動場上）

人件費：平成18年度予算の給料、手当、共済費の一般行政職１人当りの平均額の月額６０２，４５０円を20.5日で除して１日あたりの人件費単価（２９，３８８円）とし、管理に関する日数を掛け算出した。
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検討表　１ 東伊豆町公の施設　施設の在り方・管理方針　検討表

(単位：円）

管　　理　　費　（17年度決算額） 施 設 の 在 り 方 管理方針（別紙による）

需用費等 委託料
　　 人件費
（29,388円/日）
×日数

（職員の管
理に要する
日数）

合計 充実
現状
維持

廃止
他用途
への
転用

貸付
民営
化

直営
業務
委託
の推進

指定管
理者の
導入

使用料収入
－　管理費

担当課施設名Ｎｏ
使用料収入
(17年度
決算額)

36 教育委員会 37,895 279,300 1,440,012 (49) 1,757,207 131,250 △ 1,625,957 ○ ○

施設の在り方について ： 町民の健康増進並びに体育の向上、生涯スポーツ並びにレクリエーションの振興及び誘客対策の拠点施設として今後もその役割は大

管理方針について　： 使用料のみで施設の管理運営はできないが、指定管理者制度による効果が期待できるため、指定管理者の導入を検討していく。

37 教育委員会 0 7,350 293,880 (10) 301,230 0 △ 301,230 ○ ○

施設の在り方について ： 町民の健康増進並びに体育の向上、生涯スポーツ並びにレクリエーションの振興及び誘客対策の拠点施設として今後もその役割は大

管理方針について　： 使用料のみで施設の管理運営はできないが、指定管理者制度による効果が期待できるため、指定管理者の導入を検討していく。

38 教育委員会 11,945,710 1,462,860 34,462,828
職員1名, 行
二 ３名, 臨
時職員

47,871,398 0 △ 47,871,398 ○ ○

施設の在り方について ： 学校給食法により地方公共団体の責務として、学校給食の普及と児童の健全な発達を図るよう努めなければならない。

管理方針について　： 責務の重要性や栄養管理者の設置等により施設全体の管理運営は直営とするが、運搬業務や調理業務について民間委託導入を検討

39 教育委員会 10,289,340 2,410,485 36,146,990 職員5名分 48,846,815 0 △ 48,846,815 ○ ○

施設の在り方について ： 町民の教育と文化発展に寄与するための施設、生涯学習の拠点施設

管理方針について　： 専門的職員（司書及び司書補）の配置等、施設の専門性、特殊性により直営とする。

74,030,893 28,621,821 142,197,127 244,849,841 44,536,044 △ 200,313,797 2 33 4 2 0 0 17 10 9

東伊豆町立
学校給食セ
ンター

計 ３９施設 ５課、１局

東伊豆町
総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
（運動場下）

東伊豆町立
図書館

東伊豆町立
テニスコート

人件費：平成18年度予算の給料、手当、共済費の一般行政職１人当りの平均額の月額６０２，４５０円を20.5日で除して１日あたりの人件費単価（２９，３８８円）とし、管理に関する日数を掛け算出した。
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